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令和8～10年度氷川町特定健康診査受診率向上事業業務委託プロポーザル実施要領 

 

氷川町では、保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定し、特定健康診査受診率

向上は重要な課題として位置づけられている。データを活用した特定健康診査の未受診

者に向けた効率的・効果的な個別勧奨通知等の施策を立案し、実施することで特定健康

診査受診率の向上を図るために委託する。 

 

１ 業務概要 

（１）業 務 名 令和 8～10 年度 氷川町特定健康診査受診率向上事業業務委託 

（２）委託期間 契約締結日から令和 11 年（2029 年）3 月 23 日（金）まで 

（３）業務内容 仕様書（別紙）のとおり 

（４）上限金額 令和 8 年度 3,640,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 9 年度 3,640,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 10 年度 3,640,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

 

２ 参加（応募）資格 

  次の項目をすべて満たす法人、その他の団体であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当していない

こと。 

（２）提出期限において、氷川町の指名停止措置を受けていないこと。 

（３）法人及び法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3

年法律第 77 号）第 2 条第 2 項に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及び

それらの利益となる活動を行っている者でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者

でないこと。 

（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者

でないこと。 

（６）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でな

いこと。 

（７）国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

（８）本町と人口規模・被保険者数が同等の規模以上の自治体で、直近 3 年間（令和 4 年

度～令和 6 年度）において本業務と同様の業務を受託した実績があること。 

（９）個人情報の取り扱いに関して、プライバシーマーク JISQ15001 の取得又は、情報セ

キュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001（JISQ27001）の認証を取得している

こと。 
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３ スケジュール 

※この日程は、本要領の公表日における予定であり、都合により変更することがあります。 

項  目 日  程 

プロポーザル公告 令和 ８ 年 ４ 月２７日（月） 

質問受付期限 令和 ８ 年 ５ 月 １ 日（金）正午 

質問回答 令和 ８ 年 ５ 月 ８ 日（金） 

参加申込・企画提案書等提出期限 令和 ８ 年 ５ 月１８日（月）１７時（必着） 

企画提案者の決定 令和 ８ 年 ５ 月２０日（水） 

プレゼンテーション 令和 ８ 年 ５ 月下旬～ ６ 月上旬予定 

審査結果通知 プレゼン後速やかに 

 

４ 配布書類 

（１）配布期間 

    令和８年４月２７日（月）から令和８年５月１８日（月）まで 

（２）配布場所 

    氷川町ホームページ 

（３）配布書類一覧 

・実施要領 

・仕様書 

    ・各種様式（様式１～７） 

 

５ 質問及び回答 

（１）提出書類 

    質問書（様式１） 

（２）提出方法 

   電子メールにて提出すること。 

   なお、質問書提出後は必ず電話により受信確認を行うこと。 

    ※メールタイトル：（事業者名）R8～10 受診率向上事業プロポに関する質問 

（３）回答方法 

    質問に対しての回答は、一括して回答書として取りまとめ、令和８年５月８日ま

でに氷川町ホームページへ掲載する。なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

    また、質問内容が質問者固有の提案内容に密接に関わるものについては、質問者 

のみ回答する場合がある。 

（４）提出先アドレス及び受信確認電話番号 

    氷川町町民課国保年金係 

     メールアドレス：kokuho@town.kumamoto-hikawa.lg.jp 

     電 話 番 号：0965-52-5851（直通） 

 

６ 参加申込み 

  本企画提案競技への参加を希望する場合は、次の書類を提出すること。 
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（１）提出書類 

  ①参加申込書（様式２） 

②誓約書（様式３） 

  ③会社概要書（様式４） 

  ④プライバシーマーク又は ISO/IEC27001 登録証の写し 

  ⑤業務実績書（様式５） 

  ⑥企画提案書類一式（様式６及び任意様式） 

（２）提出部数 

   ・①～⑤ 各１部 

・⑥   正本各１部、副本各６部を提出すること。 

         ※副本は、複写可 

（３）提出期限 

    令和８年５月１８日（月）１７時（必着） 

（４）提出方法 

    持参または郵送（必ず書留等で郵送記録が残るようにすること） 

    ただし、持参の場合は、土日、祝日を除く。 

（５）提出先 

    〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地 642 番地 

      氷川町役場 町民課国保年金係 

 

７ 企画提案書等 

（１）提出書類 

  ①企画提案書（様式６）及び提案内容（任意様式） 

    別紙仕様書をもとに、次の内容を盛り込むこと。 

     ア 受託実績 

        ・本業務と同様の業務の受託実績 

     イ 受診率向上実績 

        ・健診等の受診率向上の実績 

     ウ 実施体制 

        ・当業務に係る職員の配置・教育体制 

        ・個人情報保護及び安全対策・危機管理の適正性 

     エ 内容・企画 

        ・特定健診受診率向上の達成に向けての提案 

        ・勧奨対象者の選定方法及びグループ分け 

        ・受診行動を促すための工夫 

        ・受診勧奨の効果検証 

     オ その他の内容 

・その他の提案内容や業務の特徴など、特に訴えたいこと。 

  ②業務工程表（任意様式） 
    実施スケジュールと役割分担が具体的に分かるように記述すること。 
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③見積書（任意様式） 

    具体的な積算内訳を記載し、見積金額及び内訳金額は、消費税等の額を含めた総

額を記載すること。 

（２）書類作成に当たっての留意事項 

  ①原則、簡易なＡ４ファイルで提出すること。（規格Ａ４版、片綴じ、横書き、両面可） 

  ②文字の大きさは、原則１２ポイント以上とすること。 

  ③提案書は、表紙を除いて、Ａ４サイズ（両面印刷）２０ページ以内とすること。 

  ④提案書の印刷は、カラー、白黒を問わない。 

  ⑤提案書にはページ番号を付すこと。 

  ⑥使用言語は日本語とし、提案書に日本語以外の言語を使用する場合は、同一ページ

内に注釈を付すこと。 

⑦提案書の表紙には、提出年月日、会社名、代表者名を記名し、正本には、会社印、

代表者印を押印すること。 

  ⑧見積書は、年度毎に作成し、会社名、代表者名を記名し、正本には、会社印、代表

者印を押印すること。 

（３）提出部数 

    提出部数は、正本各１部、副本各６部を提出すること。 

    ※副本は、複写可 

 

８ 参加辞退届の提出 

   参加申込書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、氷川町へ連絡のうえ、速

やかに辞退届（様式７）を提出すること。 

 

９ 企画提案者の選定 
 （１）審査の手順 
   参加申込のあった者について、提出書類を精査しプレゼンテーション及びヒアリン

グを行う事業者（企画提案者）3 社を選定する。 

なお、参加申込が 3 社に満たないときは、全事業者を企画提案者の対象とする。 

 （２）選定結果 

   企画提案者の選定結果は、令和８年５月２０日（水）に参加申込みを行った全ての

事業者に書面（電子メール含む）により通知する。 
   なお、選定結果等についての異議申し立ては、一切受け付けない。 

 

１０ プレゼンテーション及びヒアリング 

  選定委員会において、提案者からの企画提案書類及びプレゼンテーションによる審査

を行う。なお、プレゼンテーションは非公開とする。 

（１）日時 

    令和８年５月下旬～６月上旬予定 ※詳細は、対象者に別途通知する。 

    提案順序は、原則、企画提案書の提出順とする。 

（２）場所 
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    氷川町役場 １階 災害対策室（予定） 

（３）所要時間（予定） 

    準備         ５分以内 

    プレゼンテーション ２０分以内 

    ヒアリング     １０分程度 

    撤収         ５分以内 

（４）出席者 

    ３名以内とし、プレゼンテーションは本業務の担当予定者が行うこと。 

（５）使用機器 

    パソコン使用の場合は、プロジェクター及びスクリーンは氷川町が準備する。 

（６）その他 

    プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとする。企画提案 

書によって企画力や実現可能性、業務遂行能力などを審査するが、提案内容がその 

まま契約内容となるものではない。 

 

１１ 優先交渉権者の選定 

（１）審査手順 

  ①選定委員会委員の合計得点の最も高い者を優先交渉者として、次点の者を第二位の

候補者として選定する。なお、合計得点の最も高い者が複数の場合は、概算見積額

の低いものを第一位とする。その際、概算見積額も同額だった場合には、選定委員

会の委員長による採点が高い者を第一位として決定する。 

  ②総得点（委員の数×１００点）の６割を最低基準点とし、合計点がこれに達しない

提案者は選定の対象としない。 

 ③優先交渉者に選定された事業者と、契約内容等について協議を行う。 

   なお、優先交渉権者に選定された事業者との協議の結果、合意に至らなかった場合

は、第二位の候補者に選定された事業者と交渉を行う。 

  ④企画提案事業者が１社のみの場合にも、上記選考方法により、当該事業者の選定の 

可否を決定する。また、上限金額を上回った場合は採用しない。 

（２）選定結果 

    選定結果については、プレゼン後速やかに、全ての提案者に書面（電子メール含

む）により通知する。なお、選定結果等についての異議申し立ては、一切受け付け

ない。 

  

１２ 契約の手続き 

業務仕様書及び優先交渉権者の企画提案書等の内容を基本に協議のうえ、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき契約を締結する。優先交渉権者の企画提案

書等の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本業務の目的達成のため、必要な

範囲において、優先交渉者との協議により、項目を追加、変更及び削除することがある。

また、これにより契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

 



6 

 

１３ 遵守事項 

参加者は、次の事項を遵守しなければならない。参加者が遵守事項のいずれかに違反

したとき、又は選定委員会が不適正な行為をしたと認めたときは、失格とする。 

（１）プロポーザル実施において、公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若 

しくは不正の利益を得るために連合しないこと。 

（２）契約の履行にあたり、故意に粗雑にし、又は品質若しくは数量について不正の行為 

をしないこと。 

（３）他の事業者に対し、直接又は間接に妨害しないこと。 

（４）氷川町財務規則及び関係法令等に違反しないこと。 

（５）暴力団関係者を担当又は代理人として使用し、又は暴力団関係者に金銭、物品その 

他の財産上の利益を不当に与えないこと。 

（６）その他、氷川町職員の指示に従うこと。 

 

１４ 留意事項 

（１）プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、すべて参加者の負担とする。

（２）町が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（３）企画提案書は、１事業者につき１案とする。 

（４）提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は、原則として認めない。 

（５）企画提案書等、本業務のプロポーザルに係るすべての提出物は返却しない。 

（６）企画提案書については、優先交渉権者の選定のために使用するものとし、公表しな 

い。ただし、情報公開請求があった場合、氷川町情報公開条例に基づき公開すること 

がある。 

（７）電子メール等の通信事故については、本町はいかなる責任も負わない。 

（８）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ①参加資格の要件を満たさなくなった場合 

  ②企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

  ③提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ④見積額が委託上限金額を超えている場合 

  ⑤プレゼンテーションに参加しなかった場合 

  ⑥選定の公平性を害する行為があった場合 

  ⑦前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 
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１５ 評価基準 

優先交渉権者を選定するための評価基準 

評価項目 評価事項 配点 

受託実績 
・市町村国民健康保険特定健康診査の受診勧奨業務を受託

した実績があるか 
５ 

受診率向上実績 
・健診等の受診勧奨業務を行い、受診率を向上させた実績

があるか（実施前後の受診率向上等により評価） 
１０ 

実施体制 
・業務を遂行するための必要な人員・技術の確保がされて

いるか 
・個人情報の管理体制及び安全対策・危機管理の適正性 

５ 

提案内容 

・事業目的の達成に向けて、適切なコンセプトで効果的な
提案内容となっているか（データヘルス計画で示す目標
値達成に向けて、受診率向上が期待できる提案内容とな
っている。） 
①通知物は見やすくてわかりやすいデザインであり、受

診率向上に効果的なものになっているか 
②対象者に応じて、受診行動を促す工夫をしているか 
③通知物の送付計画は、受診率向上に効果的で無理のな

い計画になっているか 
④継続受診者の増加が期待できるものか 

４０ 

効果検証 
・効果検証は適切なものとなっているか 

（翌年度に寄与するものであるか） 
１０ 

提案の独自性 
・事業者ならではの強みを生かした、受診率向上に資する

付帯的な協力を提供できる独自の提案になっているか 
１５ 

参考見積金額 
・費用対効果を考慮した提案であり、確実に実現できるも

のになっているか 
１５ 

合 計 １００点 

 

 


